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１．趣旨 

本議題は、次のとおり付議し、及び諮るものである。 

・使用済燃料貯蔵事業変更許可申請書に関する審査の結果の案の決定につい

て付議 

・原子力委員会及び経済産業大臣への意見聴取の実施の決定について付議 

・科学的・技術的意見の募集に関する原子力規制庁の方針を了承することにつ

いて諮る 

 

２．審査の結果の案の取りまとめについて 

令和４年１月２０日にリサイクル燃料貯蔵株式会社（以下「申請者」という。）

から核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律

第１６６号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の７第１項の規定に

基づきリサイクル燃料備蓄センター使用済燃料貯蔵事業変更許可申請書が提

出された。また、令和４年９月２０日、令和４年１０月２８日及び令和４年１

２月２日に、申請者から同申請の補正書が提出された。 

本申請について、審査会合等において審査を進めてきたところ、原子炉等規

制法第４３条の７第３項において準用する同法第４３条の５第１項各号のい

ずれにも適合しているものと認められることから、別紙１のとおり審査の結果

の案として取りまとめることを決定いただきたい。 

 

３．原子力委員会への意見聴取 

原子炉等規制法第４３条の７第３項において準用する同法第４３条の５第

３項の規定に基づき、別紙２のとおり同条第１項第１号に規定する基準の適用

について原子力委員会の意見を聴くことを決定いただきたい。 

 

４．経済産業大臣への意見聴取 

原子炉等規制法第７１条第２項の規定に基づき、別紙３のとおり経済産業大

臣の意見を聴くことを決定いただきたい。 
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５．科学的・技術的意見の募集（案の〇で委員会了承）（案） 

リサイクル燃料貯蔵株式会社リサイクル燃料備蓄センターについては、新規

制基準適合性に係る使用済燃料貯蔵事業変更許可の際、その審査書案に対する

科学的・技術的意見の募集を行った（令和２年９月３日から３０日間）。 

今回の申請に係る審査書案を取りまとめるにあたっては、 

（案の１）：別紙１の添付の審査書案に対する科学的・技術的意見の募集を

行う。 

（案の２）：別紙１の添付の審査書案に対する科学的・技術的意見の募集を

行わない。 

 

６．今後の予定 

（案の１の場合） 

原子力委員会及び経済産業大臣への意見聴取の結果並びに審査書案に対す

る科学的・技術的意見の募集の結果を踏まえ、原子炉等規制法第４３条の７第

１項の規定に基づく当該変更許可申請に対する許可処分の可否について判断

をいただきたい。 

（案の２の場合） 

原子力委員会及び経済産業大臣への意見聴取の結果を踏まえ、原子炉等規制

法第４３条の７第１項の規定に基づく当該変更許可申請に対する許可処分の

可否について判断をいただきたい。 

 

＜別紙、参考＞ 

別紙 1 リサイクル燃料貯蔵株式会社リサイクル燃料備蓄センター使用済燃料貯蔵事

業変更許可申請書の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

に規定する許可の基準への適合について（案） 

添付 リサイクル燃料貯蔵株式会社リサイクル燃料備蓄センターにおける使用済

燃料の貯蔵の事業の変更許可申請書に関する審査書（核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の５第１項第２号（技術的能力

に係るもの）及び第３号関連）（案） 

 

別紙 2 原子力委員会宛て リサイクル燃料貯蔵株式会社リサイクル燃料備蓄センタ

ーにおける使用済燃料の貯蔵の事業の変更許可に関する意見の聴取について

（案） 

 

別紙 3 経済産業大臣宛て リサイクル燃料貯蔵株式会社リサイクル燃料備蓄センタ

ーにおける使用済燃料の貯蔵の事業の変更許可に関する意見の聴取について

（案） 
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参考 1 参照条文 

参考 2 リサイクル燃料貯蔵株式会社リサイクル燃料備蓄センター使用済燃料貯蔵事

業変更許可申請に関する審査の概要 
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【別紙 1】 

 

 

 

リサイクル燃料貯蔵株式会社リサイクル燃料備蓄センター使用済燃料貯蔵 

事業変更許可申請書の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する 

法律に規定する許可の基準への適合について（案） 

 

番 号 

年  月  日 

原子力規制委員会  

 

令和４年１月２０日付けＲＦＳ発官３第２０号（令和４年９月２０日付けＲＦＳ発

官４第５号、令和４年１０月２８日付けＲＦＳ発官４第１１号及び令和４年１２月２

日付けＲＦＳ発官４第１３号をもって一部補正）をもって、リサイクル燃料貯蔵株式

会社 代表取締役社長 高橋 泰成から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）第４３条の７第１項

の規定に基づき提出されたリサイクル燃料備蓄センター使用済燃料貯蔵事業変更許

可申請書に対する同条第３項において準用する法第４３条の５第１項各号に規定す

る基準への適合については以下のとおりである。 

 

１．法第４３条の５第１項第１号 

本件申請については、引き続き従来どおり、以下のことから、使用済燃料貯蔵施

設が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められる。 

・申請者は、東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。）及

び日本原子力発電株式会社（以下「日本原電」という。）の実用発電用原子炉の

運転により生じる使用済燃料を貯蔵するという事業の目的に変更はないとして

いること。 

・申請者は、東京電力及び日本原電と締結している使用済燃料貯蔵契約（以下「役

務契約」という。）に基づき、使用済燃料を東京電力又は日本原電に返還するこ

とに変更はないとしていること。 

 

２．法第４３条の５第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。） 

添付のとおり、申請者には、本件事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があ

ると認められる。 

 

３．法第４３条の５第１項第２号（経理的基礎に係る部分に限る。） 

本件申請については、本件事業の実施に伴い発生する総費用の負担を受けること

について東京電力及び日本原電と役務契約を締結しており、事業遂行のための資金

調達等については従来どおりで変更がないことから、申請者には本件事業を適確に

遂行するに足りる経理的基礎があると認められる。 

4



 
 

 

４．法第４３条の５第１項第３号 

添付のとおり、本件申請に係る使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備が使用

済燃料又は使用済燃料によって汚染された物による災害の防止上支障がないもの

として原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであると認められる。 

 

５．法第４３条の５第１項第４号 

本件申請については、使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に

必要な体制の整備に関する事項に変更がないことから、法第４３条の４第２項第７

号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであると認められ

る。 
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（案） 
 

リ サ イ ク ル 燃 料 貯 蔵 株 式 会 社 

リサイクル燃料備蓄センターにおける 

使用済燃料の貯蔵の事業の変更許可 

申 請 書 に 関 す る 審 査 書 
（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に 

関 す る 法 律 第 ４ ３ 条 の ５ 第 １ 項 第 ２ 号 

（ 技 術 的 能 力 に 係 る も の ） 及 び 第 ３ 号 関 連 ） 
 

 

 

 

 

 

年 月 日 

原子力規制委員会 

 

 

 

 

  

【添付】 
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Ⅰ はじめに 

１．本審査書の位置付け 

本審査書は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和

32年法律第 166号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の７第１項の規

定に基づいて、リサイクル燃料貯蔵株式会社（以下「申請者」という。）が原子力

規制委員会（以下「規制委員会」という。）に提出した「リサイクル燃料備蓄セン

ター使用済燃料貯蔵事業変更許可申請書」（令和 4年１月 20日申請、令和 4年 9

月 20日、令和 4年 10月 28日及び令和 4年 12月 2日補正。以下「本申請」とい

う。）の内容が、以下の規定に適合しているかどうかを審査した結果を取りまと

めたものである。 

（１）原子炉等規制法第４３条の７第３項の規定により準用する同法第４３条の

５第１項第２号の規定（使用済燃料の貯蔵の事業を適確に遂行するに足りる

技術的能力及び経理的基礎があること。）のうち、技術的能力に係るもの 

（２）同項第３号の規定（使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備が使用済燃

料又は使用済燃料によって汚染された物による災害の防止上支障がないも

のとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。） 

 

なお、原子炉等規制法第４３条の５第１項第１号の規定（使用済燃料貯蔵施設

が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。）、同項第２号の規定のうち、

経理的基礎に係るもの及び同項第４号の規定（同法第４３条の４第２項第７号の

体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。）に関す

る審査結果は、別途取りまとめる。 

 

２．判断基準及び審査方針 

本審査では、以下の基準等に適合しているかどうかを確認した。 

（１）原子炉等規制法第４３条の５第１項第２号の規定のうち、技術的能力に係

るものに関する審査においては、「原子力事業者の技術的能力に関する審査

指針」（平成 16年 5月 27日原子力安全委員会決定。以下「技術的能力指針」

という。） 

（２）同項第３号の規定に関する審査においては、「使用済燃料貯蔵施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則」（平成 25 年 12 月 6 日原子力規制委員会

規則第 24号。以下「事業許可基準規則」という。）及び「使用済燃料貯蔵施

設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（原管廃発第 1311272号

（平成 25年 11月 27日原子力規制委員会決定）。以下「事業許可基準規則解

釈」という。） 
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また、本審査においては、規制委員会が定めた以下のガイド※1を参考とすると

ともに、その他法令で定める基準、学協会規格、事業許可基準規則解釈に示した

審査指針等も参照した。 

（１） 原子力発電所の火山影響評価ガイド（原規技発第 13061910号(平成 25年

6月 19日原子力規制委員会決定）） 

（２） 基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド（原管地発第 1306192 号

(平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「地震ガイド」とい

う。） 

（３） 基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド（原管地発第 1306193 号

(平成 25年 6月 19日原子力規制委員会決定）） 

（４） 基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド（原管地発第

1306194 号(平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「地盤ガ

イド」という。） 

 

３．本審査書の構成 

「Ⅲ 使用済燃料の貯蔵の事業を適確に遂行するための技術的能力」には、技

術的能力指針への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅳ 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備」には、「２．判断基準及び審

査方針」に示す基準等への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅴ 審査結果」には、本申請に対する規制委員会としての結論を示した。 

 

本審査書においては、法令の規定等や申請書の内容について、必要に応じ、文

章の要約や言い換え等を行っている。 

本審査書で用いる条番号は、断りのない限り事業許可基準規則のものである。 

 

 

  

 
※1 （１）から（４）までのガイドは、平成 25 年 9月 11 日第 22回原子力規制委員会において、審査におい

て参考とするガイドとして示したもの。 
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Ⅱ 変更の内容 

申請者は、令和 3 年 4 月 21 日に、事業許可基準規則解釈において準用する「実

用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈」

（原規技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「実

用炉許可基準規則解釈」という。）が改正されたことから、本申請において、令和 2

年 11月 11日付け原規規発第 2011113号をもって許可したリサイクル燃料備蓄セン

ター使用済燃料貯蔵事業変更許可申請書（以下「既許可申請書」という。）の審査

において確認した「震源を特定せず策定する地震動」のうち「全国共通に考慮すべ

き地震動」の評価を行い、基準地震動を変更するとしている。 

また、申請者は、本申請にあたり、既許可申請書の許可日（令和 2年 11月 11日。

以下「許可日」という。）以降に公表された知見について、既許可申請書の評価結

果への影響の有無について確認している。 

 

Ⅲ 使用済燃料の貯蔵の事業を適確に遂行するための技術的能力 

原子炉等規制法第４３条の５第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）の

規定は、使用済燃料の貯蔵の事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること

を要求している。 

本章においては、使用済燃料の貯蔵の事業を適確に遂行するに足りる技術的能力

の審査結果を記載している。 

 

申請者は、本申請に係る貯蔵の事業を適確に遂行するに足りる技術的能力に関し

て、使用済燃料貯蔵施設の設計及び工事並びに運転及び保守のための組織、技術者

の確保、経験、品質保証活動、技術者に対する教育・訓練及び有資格者等の選任・

配置に係る方針を示している。 

 

規制委員会は、本申請の内容を確認した結果、変更内容が既許可申請書から、設

計及び工事の業務の実施者、技術者数等を本申請時点とするものであり、既許可申

請書の審査において確認した方針から変更がないものであることから、技術的能力

指針に適合するものと判断した。 
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Ⅳ 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備 

本章においては、本申請に関して、「震源を特定せず策定する地震動」のうち「全

国共通に考慮すべき地震動」の評価による基準地震動の変更、及び許可日以降に公

表された知見の反映について、使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備が使用済

燃料又は使用済燃料によって汚染された物による災害の防止上支障がないものと

して原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであることについての審

査結果を、以下のとおり記載している。 

１．地震による損傷の防止（第９条関係） 

２．使用済燃料貯蔵施設の地盤（第８条関係） 

３．許可日以降に公表された知見の反映について（地震による損傷の防止（第９

条関係）、津波による損傷の防止（第１０条関係）及び外部からの衝撃による

損傷の防止（第１１条関係）） 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、事業許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

Ⅳ－１ 地震による損傷の防止（第９条関係） 

第９条の規定は、使用済燃料貯蔵施設について、地震の発生によって生ずるおそ

れがある安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算

定した地震力に十分に耐えることができる設計とすることを要求している。また、

使用済燃料貯蔵施設は、基準地震動による地震力及び基準地震動によって生ずるお

それがある斜面の崩壊に対して基本的安全機能が損なわれるおそれがない設計と

することを要求している。 

加えて、事業許可基準規則解釈別記２において準用する実用炉許可基準規則解釈

別記２（以下「解釈別記２」という。）は、基準地震動の策定のうち、「全国共通に

考慮すべき地震動」の評価については、2004年北海道留萌
る も い

支庁南部地震の観測記録

から推定した基盤地震動及び標準応答スペクトル（震源近傍の多数の地震動記録に

基づいて策定した地震基盤相当面（地震基盤からの地盤増幅率が小さく地震動とし

ては地震基盤面と同等とみなすことができる地盤の解放面で、せん断波速度（以下

「Ｓ波速度」という。）2,200m/s以上の地層をいう。）における標準的な応答スペク

トルをいう。以下同じ。）に基づく知見により行うことを求めている。 

このため、規制委員会は、以下の項目について確認した。 

なお、規制委員会は、使用済燃料貯蔵施設の周辺斜面については、使用済燃料貯

蔵施設を設置する敷地内に使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能に影響を与える

斜面は存在しないとする既許可申請書の内容から変更する必要がないことを確認

した。 
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Ⅳ－１．１ 「全国共通に考慮すべき地震動」の評価による基準地震動の変更 

１．2004年北海道留萌支庁南部地震の観測記録による地震動評価 

２．標準応答スペクトルに基づく地震動評価 

３．基準地震動の変更 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、事業許可基準規則に適合するものと判断した。各項目についての確認内容は以

下のとおり。 

 

Ⅳ－１．１ 「全国共通に考慮すべき地震動」の評価による基準地震動の変

更 

解釈別記２は、基準地震動について、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、敷地

及び敷地周辺の地質・地質構造、地盤構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工

学的見地から想定することが適切なものを策定することを要求している。また、「敷

地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず策定する地震動」

について、解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策

定することを要求している。 

また、「震源を特定せず策定する地震動」について、震源と活断層を関連づける

ことが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍における観測記

録を基に、各種の不確かさを考慮して敷地の地盤物性に応じた応答スペクトルを設

定して策定すること、並びに「全国共通に考慮すべき地震動」及び「地域性を考慮

する地震動」の２種類を検討対象とすることを要求している。 

申請者は、本申請において、「震源を特定せず策定する地震動」のうち「全国共

通に考慮すべき地震動」の評価を踏まえ、基準地震動 Ss-B5を追加するとしている。 

 

規制委員会は、申請者が行った「震源を特定せず策定する地震動」のうち「全国

共通に考慮すべき地震動」の評価の内容について審査した結果、基準地震動 Ss-B5

を追加するとする本申請の内容は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、各種の不

確かさを十分に考慮して、敷地及び敷地周辺の地質・地質構造、地盤構造並びに地

震活動性等の地震学及び地震工学的見地から適切に策定されていることから、解釈

別記２の規定に適合していることを確認した。 

 

１．2004年北海道留萌支庁南部地震の観測記録による地震動評価 

解釈別記２は、「全国共通に考慮すべき地震動」の策定に当たっては、震源近傍

における観測記録を基に得られた知見として、2004 年北海道留萌支庁南部の地

震において、防災科学技術研究所が運用する全国強震観測網の港町観測点におけ
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る観測記録から推定した基盤地震動を用いることを要求している。 

申請者は、既許可申請書において、2004年北海道留萌支庁南部の地震の港町観

測点における観測記録から推定した基盤地震動に不確かさを考慮した地震動を

既に採用しており、本申請において変更はないとしている。 

 

規制委員会は、「全国共通に考慮すべき地震動」のうち、2004 年北海道留萌支

庁南部地震の観測記録による地震動評価については、既許可申請書において既に

採用しており、本申請において変更はないとしていることから、解釈別記２の規

定に適合していることを確認した。 

 

２．標準応答スペクトルに基づく地震動評価 

解釈別記２は、「全国共通に考慮すべき地震動」の策定に当たっては、震源近傍

における観測記録を基に得られた知見として、標準応答スペクトルを用いること

を要求している。 

また、地震ガイドでは、設定された応答スペクトル（地震動レベル）に対して、

地震動の継続時間及び振幅包絡線の経時的変化等の特性が適切に考慮されてい

ること、また、設定された応答スペクトルに基づいて模擬地震動を作成する場合

には、複数の方法により検討が行われていることを確認することとしている。 

申請者は、標準応答スペクトルに基づく地震動を以下のとおり評価している。 

 

（１）地盤構造モデル 

標準応答スペクトルの評価では、既許可申請書の審査において確認した「内

陸地殻内地震」及び「海洋プレート内地震」の断層モデルによる地震動評価に

おいて設定した統計的グリーン関数法に用いる地盤構造モデル（以下「既許可

地盤モデル」という。）を用いた。 

地震基盤相当面は、Ｓ波速度 2,200m/s 以上の層となる 3,150m/s の層上面

（T.P.－1,700m）に設定した。 

 

（２）標準応答スペクトルに基づく地震動 

標準応答スペクトルに適合する模擬地震波の作成にあたり、位相特性につい

ては、一様乱数の位相を有する正弦波の重ね合わせによる位相を用いる方法

（以下「一様乱数を用いる方法」という。）及び実観測記録の位相を用いる方法

（以下「実観測記録を用いる方法」という。）の複数の方法を用いた。 

一様乱数を用いる方法における振幅包絡線の経時的変化については、Noda 

et al.(2002)に基づき、地震規模（以下「M」という。）7.0、等価震源距離（以

下「Xeq」という。）10㎞として設定した。 
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実観測記録を用いる方法における観測記録については、敷地周辺で発生した

地震であって敷地内で観測された内陸地殻内地震の記録のうち、震央距離が近

い（5 ㎞）こと、及び最大加速度が最も大きいことから、「2011 年 5 月 3 日

（05:15）に発生した下北半島の地震（M3.5、モーメントマグニチュード（以下

「Mw」という。）3.6）」を選定した。 

これらの模擬地震波について、既許可地盤モデルを用いて、地震基盤相当面

から解放基盤表面までの伝播特性を考慮して、解放基盤表面における地震動を

評価した。 

解放基盤表面における一様乱数を用いる方法による模擬地震波と実観測記

録を用いる方法による模擬地震波を比較した結果、両者の応答スペクトルに差

異はないものの、解放基盤表面における最大加速度、及び応答スペクトルにお

ける金属キャスクの固有周期帯における大小関係から、一様乱数を用いる方法

による模擬地震波を採用した。 

 

規制委員会は、「全国共通に考慮すべき地震動」のうち、標準応答スペクトルに

基づく地震動評価については、以下のことから、解釈別記２の規定に適合してい

ること及び地震ガイドを踏まえていることを確認した。 

・模擬地震波の作成にあは、複数の方法として、一様乱数を用いる方法及び実観

測記録を用いる方法に基づいていること。 

・一様乱数を用いる方法に基づく模擬地震波の作成にあたっては、設定された応

答スペクトル（地震動レベル）に対して、地震動の経時的変化を適切に評価で

きる Noda et al.(2002)に基づき、地震動の継続時間の観点から保守的に M及

び Xeqを設定することで、地震動の継続時間及び振幅包絡線の経時的変化等の

特性が適切に考慮されていること。 

・実観測記録を用いる方法に基づく模擬地震波の作成にあたっては、標準応答ス

ペクトル（地震動レベル）に対して、適切に選定された敷地周辺で発生した内

陸地殻内地震の観測記録に基づき、敷地への影響を考慮することで、地震動の

継続時間及び振幅包絡線の経時的変化等の特性が適切に考慮されていること。 

・作成した模擬地震波について、地震基盤相当面から解放基盤表面までの地震波

の伝播特性を適切に反映することができる既許可地盤モデルを用いて、解放基

盤表面における地震動が評価されていること。 

・敷地への影響を考慮して、一様乱数を用いる方法に基づく模擬地震波を採用し

ていること。 
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３．基準地震動の変更 

解釈別記２は、基準地震動は、「震源を特定せず策定する地震動」について、解

放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動として策定することを要求

している。 

申請者は、標準応答スペクトルに基づく地震動と既許可申請書における基準地

震動の応答スペクトルを比較した結果、一部の周期帯で基準地震動 Ss-Aの応答

スペクトルを上回ることから、施設の耐震設計に用いる基準地震動について、敷

地の解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震動として、既許可申請書

における基準地震動 Ss-A、Ss-B1から Ss-B4に加え、基準地震動 Ss-B5（最大加

速度：水平方向 697cm/s2、鉛直方向 442cm/s2）を策定している。 

 

規制委員会は、本申請における基準地震動については、標準応答スペクトルに

基づく地震動の応答スペクトルと既許可申請書の審査において確認した基準地

震動の応答スペクトルを比較した結果、一部の周期帯で基準地震動 Ss-A を上回

るため、当該地震動を基準地震動 Ss-B5として策定していることから、解釈別記

２の規定に適合していることを確認した。 

 

Ⅳ－２ 使用済燃料貯蔵施設の地盤（第８条関係） 

第８条の規定は、使用済燃料貯蔵施設は、当該使用済燃料貯蔵施設を十分に支持

することができる地盤に設けなければならないこと、変形した場合においてもその

基本的安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならないこと及び

基本的安全機能を確保する上で必要な施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設

けなければならないことを要求している。 

申請者は、本申請において、標準応答スペクトルの評価による基準地震動 Ss-B5

の追加に伴い、同条第１項に基づく地盤の支持に係る評価を行っている。 

なお、規制委員会は、同条第２項に基づく変形及び同条第３項に基づく変位に係

る評価については、既許可申請書の審査において確認した内容から変更する必要が

ないことを確認した。 

このため、規制委員会は、地盤の支持に係る評価について審査を行った。 

 

規制委員会は、地盤の支持について、以下のとおり本申請の内容を確認した結果、

事業許可基準規則に適合するものと判断した。審査内容は以下のとおり。 

 

１．地盤の支持 

事業許可基準規則解釈別記１（以下「解釈別記１」という。）は、使用済燃料貯

蔵施設について、事業許可基準規則解釈別記２に規定する使用済燃料貯蔵施設の
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分類に応じて算定する地震力（基本的安全機能を確保する上で必要な施設にあっ

ては、基準地震動による地震力を含む。）が作用した場合においても、接地圧に

対する十分な支持力を有する地盤に設けなければならないこと、さらに、基本的

安全機能を確保する上で必要な施設については、基準地震動による地震力が作用

することによって弱面上のずれ等が発生しないことを含め、基準地震動による地

震力に対する支持性能が確保されていることを確認することを要求している。 

申請者は、基準地震動 Ss-B5による基礎地盤の支持について以下のとおり評価

している。 

（１）評価の対象となる基本的安全機能を確保する上で必要な施設は、既許可申請

書と同様に、使用済燃料貯蔵建屋とし、基礎地盤の支持力、基礎地盤のすべり

及び基礎底面の傾斜に対する安全性を評価した。 

（２）基準地震動 Ss-B5による地震力を作用させた動的解析は、既許可申請書と同

様に、評価対象施設を直交する 2 断面を対象に二次元有限要素法により行っ

た。 

（３）動的解析に用いる地盤パラメータの設定及び解析条件（せん断強度のばらつ

き、地下水位の設定及び入力地震動の位相の反転考慮）並びに基礎地盤のすべ

り評価（基礎地盤の岩盤に支持される杭先端以深の砂子又層を通る仮想すべり

面を対象とした安定性を評価）は既許可申請書と同様とした。なお、支持層で

ある砂子又層は、半固結の岩石であることから、既許可申請書と同様に、液状

化に対する考慮は不要とした。 

（４）動的解析の結果から得られた評価については、以下のとおりとしている。 

① 使用済燃料貯蔵建屋の基礎底面における地震時最大接地圧は 1.32N/mm2

であり、基礎地盤である砂子又層の極限支持力（4.58N/mm2）を下回る。 

② 使用済燃料貯蔵建屋の基礎地盤の最小すべり安全率は 2.2であり、評価

基準値（1.5）を上回る。 

③ 使用済燃料貯蔵建屋の基礎底面の最大傾斜は 1/14,000 であり、評価基

準値の目安（1/2,000）を下回る。 

 

規制委員会は、基準地震動 Ss-B5による使用済燃料貯蔵建屋を設置する地盤の

支持の評価については、以下のことから、解釈別記１の規定に適合していること

及び地盤ガイドを踏まえていることを確認した。 

・使用済燃料貯蔵建屋について、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設

置していること。 

・使用済燃料貯蔵建屋について、申請者が実施した動的解析の手法、地盤パラメ

ータの設定方法等が適切であり、評価の結果が評価基準値又は評価基準値の目

安を満足していること。 
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Ⅳ－３ 許可日以降に公表された知見の反映について（地震による損傷の防

止（第９条関係）、津波による損傷の防止（第１０条関係）及び外部からの

衝撃による損傷の防止（第１１条関係）） 

申請者は、本申請において、許可日以降に公表された知見は、以下のとおり既許

可申請書の評価結果に影響がなく、また当該知見を踏まえて評価を行った場合でも、

使用済燃料貯蔵施設に影響を及ぼす可能性は十分小さいとしている。 

 

規制委員会は、当該知見に係る本申請の内容を確認した結果、以下のとおり、第

９条及び第１０条については、既許可申請書の審査において確認した評価結果に影

響はないこと、第１１条については、当該知見を踏まえて評価を行った結果、使用

済燃料貯蔵施設に影響を及ぼす可能性は十分小さいことを確認したことから、事業

許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

１．日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の対策について（第９条、第１０条

関係） 

内閣府の日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会は、2020年 4月、「日

本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデルの検討について（概要報告）」（以下「内閣

府(2020)」という。）を公表した。 

その後、被害想定や防災対策の検討が行われ、その結果を踏まえ、同検討会は、

2022年 3月、「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震による震源断層モデルと震度分

布・津波高等に関する報告書」（以下「内閣府(2022)」という。）を公表した。 

これらの知見では、防災対策の観点から、千島海溝から日本海溝の北部の領域に

おいて、過去 6千年間の津波堆積物から想定される Mw9クラスの津波断層モデルを

想定し、津波高さ、浸水地域の推計を行っている。また、海溝型地震による強震動

を推定するための強震断層モデル（以下「強震断層モデル」という。）を想定し、震

度分布の推計を行っている。 

また、青森県は、2021年 5月、内閣府(2020)の内容を踏まえた津波浸水想定（以

下「青森県（2021）」という。）を公表した。 

申請者は、これらの知見については、以下のことから、既許可申請書における第

１０条に基づく津波による損傷の防止の評価において設定している仮想的大規模

津波の最大津波高さである T.P.＋23mを超えるものではなく、評価結果に影響はな

いとしている。 

（１）内閣府(2020)及び内閣府(2022)で推計された津波高さは、敷地付近（むつ市

津軽海峡側）で 13～14mとしていること。 

（２）青森県（2021）では、内閣府(2020)の評価結果を踏まえ、敷地付近の最大沿

岸津波高さは、津軽海峡側の敷地前面付近における T.P.＋13.4mとしているこ
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と。 

（３）青森県（2021）の浸水マップにおいて、敷地付近の浸水域は、T.P.＋15m以

下の範囲内としていること。 

さらに、申請者は、強震断層モデルと、既許可申請書における第９条に基づく地

震による損傷の防止の評価において基準地震動の策定に用いている検討用地震の

震源モデル（以下「震源モデル」という。）との比較を行い、以下のことから、当該

基準地震動の評価結果への影響はないとしている。 

（１）強震断層モデルと震源モデルの強震動生成域の設定位置は同等であるが、震

源パラメータのうち、応力降下量については、強震断層モデル 30.0MPaに対し

て震源モデル 34.5MPaが上回っていること。 

 

規制委員会は、内閣府(2020)及び内閣府(2022)並びに青森県(2021)による既許

可申請書において設定した仮想的大規模津波及び基準地震動への影響について

は、以下のことから、既許可申請書の審査において確認した評価結果に影響がな

いことを確認した。 

・仮想的大規模津波による最大津波高さ T.P.＋23mは、内閣府(2020)及び内閣府

(2022) 並びに青森県(2021)における敷地付近の最大津波高さを上回ること。 

・強震断層モデルと震源モデルの強震動生成域の設定位置は同等であるが、震源

パラメータの応力降下量については、強震断層モデルに対して震源モデルが上

回っていること。 

 

２．「日本の火山（第 3版）」データベースについて（第１１条関係） 

申請者は、「日本の火山（第 3版）」データベース（産業技術総合研究所地質調

査総合センター）の更新内容（2021年 6月時点）を踏まえても、以下のとおり、

使用済燃料貯蔵施設に影響を及ぼす可能性は十分小さいとしている。 

（１）使用済燃料貯蔵施設に影響を及ぼし得る火山の抽出 

① 同データベースにおいて、「八甲田
はっこうだ

黒森」と「八甲田八幡
はちまん

岳
だけ

」の 2火山が

統合され、「八幡岳火山群」とされている。 

② 「八甲田黒森」と「八甲田八幡岳」は、敷地から半径 160㎞以内の地理

的領域内にある第四紀火山であり、今回の更新により、第四紀火山は既許

可申請書における 55火山から 54火山となる。 

③ 「八幡岳火山群」は、完新世に活動を行っていないが、最後の活動終了

からの期間が全活動期間より短いことから、将来の活動可能性が否定でき

ない火山に加えることとし、既許可申請書における 10火山から 11火山と

なる。 
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（２）個別評価 

① 「八幡岳火山群」に関する個別評価については、以下のことから、使用

済燃料貯蔵施設に影響を及ぼす可能性は十分小さい。 

a. 溶岩流、岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊については、敷地まで十

分に離隔距離があること。 

b. 火砕物密度流については、既往最大規模の噴火を考慮しても、噴出

物の分布が敷地周辺に認められないこと。 

c. 新しい火口の開口及び地殻変動については、過去の火口と敷地との

位置関係等により、敷地において発生する可能性は十分小さいと認め

られること。 

（３）影響評価 

① 既許可申請書では、設計対応可能な火山事象の影響評価のうち、降下火

砕物については、敷地及び敷地周辺の降灰層厚の調査及び数値シミュレー

ションの結果、敷地における最大の層厚となる降下火砕物は恐山
おそれざん

を給源

とする宮後
みやしろ

テフラとした上で、当該テフラと同規模噴火を想定した数値シ

ミュレーションを踏まえ、敷地における最大層厚を 30cm、密度試験結果を

踏まえ、湿潤状態の密度を 1.5g/cm3 としている。「八幡岳火山群」は、そ

の噴出量を踏まえても、当該評価結果に影響を与えない。 

② 「八幡岳火山群」に関する降下火砕物以外の設計対応可能な火山事象の

影響評価（土石流、火山泥流及び洪水、火山から発生する飛来物（噴石）、

火山ガス、津波及び静振、大気現象、火山性地震とこれに関連する事象並

びに熱水系及び地下水の異常の影響）については、その噴出量、敷地まで

の離隔距離及び地形条件を踏まえても、使用済燃料貯蔵施設に影響を及ぼ

す可能性は十分に小さい。 

 

規制委員会は、申請者が実施した「日本の火山（第 3 版）」データベースの更

新による火山の影響に対する設計方針の評価については、「八幡岳火山群」は、

使用済燃料貯蔵施設に影響を及ぼし得る火山に追加されるものの、その噴出量、

敷地との離隔距離及び地形条件を踏まえれば、使用済燃料貯蔵施設に影響を及ぼ

す可能性は十分小さいことを確認した。 

 

３．恵山
え さ ん

火山地質図（三浦ほか(2022)）について（第１１条関係） 

産業技術総合研究所地質調査総合センターは、2022年 3月に、「恵山火山地質

図（三浦ほか(2022)）」（以下「三浦ほか(2022)」という。）を発行した。 

申請者は、三浦ほか(2022)を踏まえても、以下のとおり、使用済燃料貯蔵施設

に影響を及ぼす可能性は十分小さいとしている。 
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（１）使用済燃料貯蔵施設に影響を及ぼし得る火山の抽出 

① 三浦ほか(2022)では、恵山の活動履歴について、古い順に、後期更新世

の活動を更新世活動期 4 から更新世活動期 1、完新世の活動を完新世活動

期とするとともに、主要噴出物ごとの年代、噴出量及び噴出物の分布が示

されている。また、約 1万 1千年前以降現在までにかけて、比較的小さい

噴火によると考えられる 15層準の噴火堆積物を再定義している。 

② 既許可申請書では、恵山は、完新世に活動を行った火山であり、既に施

設に影響を及ぼし得る火山として抽出している。 

（２）個別評価 

① 恵山に関する個別評価については、以下のことから、敷地に影響を及ぼ

す可能性は十分小さい。 

a. 溶岩流、岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊については、敷地まで十

分に離隔距離があること。 

b. 火砕物密度流については、既往最大規模の噴火を考慮しても、噴出

物の分布が敷地周辺に認められないこと。 

c. 新しい火口の開口及び地殻変動については、過去の火口と敷地との

位置関係等により、敷地において発生する可能性は十分小さいと認め

られること。 

（３）影響評価 

① 既許可申請書では、設計対応可能な火山事象の影響評価のうち、降下火

砕物については、前述２．（３）①に記載のとおり、敷地における最大層厚

を 30cm、湿潤状態の密度を 1.5g/cm3 としている。三浦ほか(2022)による

恵山の噴出量を踏まえても、当該評価結果に影響を与えない。 

② 三浦ほか(2022)を踏まえた恵山に関する降下火砕物以外の設計対応可

能な火山事象の影響評価（土石流、火山泥流及び洪水、火山から発生する

飛来物（噴石）、火山ガス、津波及び静振、大気現象、火山性地震とこれに

関連する事象並びに熱水系及び地下水の異常の影響）については、その噴

出量、敷地までの離隔距離及び地形条件を踏まえても、使用済燃料貯蔵施

設に影響を及ぼす可能性は十分に小さい。 

 

規制委員会は、三浦ほか(2022)による火山の影響に対する設計方針の評価につ

いては、恵山の噴出量、敷地までの離隔距離及び地形条件を踏まえれば、使用済

燃料貯蔵施設に影響を及ぼす可能性は十分小さいことを確認した。 
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Ⅴ 審査結果 

本申請の内容を審査した結果、本申請は、原子炉等規制法第４３条の５第１項第

２号（技術的能力に係るものに限る。）及び第３号に適合しているものと認められ

る。 
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【別紙２】 
 

 

（案） 

 

 番   号 

 年 月 日 

 

 

 原子力委員会 宛て 

 

 

 

 

 原子力規制委員会 

 （公印省略） 

 

 

リサイクル燃料貯蔵株式会社リサイクル燃料備蓄センターにおける

使用済燃料の貯蔵の事業の変更許可に関する意見の聴取について 

 

 

上記の件について、令和４年１月２０日付けＲＦＳ発官３第２０号（令和４年

９月２０日付けＲＦＳ発官４第５号、令和４年１０月２８日付けＲＦＳ発官４

第１１号及び令和４年１２月２日付けＲＦＳ発官４第１３号をもって一部補正）

をもって、リサイクル燃料貯蔵株式会社 代表取締役社長 高橋 泰成から、核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６

号）第４３条の７第１項の規定に基づき、別添のとおり申請があり、審査の結果、

同条第３項において準用する同法第４３条の５第１項各号のいずれにも適合し

ていると認められるので、同法第４３条の７第３項において準用する同法第４

３条の５第３項の規定に基づき、別紙のとおり同条第１項第１号に規定する基

準の適用について、貴委員会の意見を求める。  
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（別紙） 

 

リサイクル燃料貯蔵株式会社リサイクル燃料備蓄センター使用済燃料

貯蔵事業変更許可申請書の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律に規定する許可の基準への適合について 

 

令和４年１月２０日付けＲＦＳ発官３第２０号（令和４年９月２０日付けＲ

ＦＳ発官４第５号、令和４年１０月２８日付けＲＦＳ発官４第１１号及び令和

４年１２月２日付けＲＦＳ発官４第１３号をもって一部補正）をもって、リサイ

クル燃料貯蔵株式会社 代表取締役社長 高橋 泰成から、核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」と

いう。）第４３条の７第１項の規定に基づき提出されたリサイクル燃料備蓄セン

ター使用済燃料貯蔵事業変更許可申請書に対する同条第３項において準用する

法第４３条の５第１項第１号に規定する基準への適合については以下のとおり

である。 

 

本件申請については、引き続き従来どおり、以下のことから、使用済燃料貯蔵

施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められる。 

・申請者は、東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。）

及び日本原子力発電株式会社（以下「日本原電」という。）の実用発電用原

子炉の運転により生じる使用済燃料を貯蔵するという事業の目的に変更は

ないとしていること。 

・申請者は、東京電力及び日本原電と締結している使用済燃料貯蔵契約に基づ

き、使用済燃料を東京電力又は日本原電に返還することに変更はないとして

いること。 
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【別紙３】 

 

（案） 

 

 番   号 

 年 月 日 

 

 

 経済産業大臣 宛て 

 

 

 

 

 原子力規制委員会 

 （公印省略） 

 

 

リサイクル燃料貯蔵株式会社リサイクル燃料備蓄センターにおける

使用済燃料の貯蔵の事業の変更許可に関する意見の聴取について 

 

 

上記の件について、令和４年１月２０日付けＲＦＳ発官３第２０号（令和４年

９月２０日付けＲＦＳ発官４第５号、令和４年１０月２８日付けＲＦＳ発官４

第１１号及び令和４年１２月２日付けＲＦＳ発官４第１３号をもって一部補正）

をもって、リサイクル燃料貯蔵株式会社 代表取締役社長 高橋 泰成から、核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６

号）第４３条の７第１項の規定に基づき、別添のとおり申請があった。 

審査の結果、別紙のとおり同法第４３条の７第３項において準用する同法第

４３条の５第１項各号のいずれにも適合していると認められるので、同法第７

１条第２項の規定に基づき、貴職の意見を求める。 
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（別紙） 

 

リサイクル燃料貯蔵株式会社リサイクル燃料備蓄センター使用済燃料

貯蔵事業変更許可申請書の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律に規定する許可の基準への適合について 

 

令和４年１月２０日付けＲＦＳ発官３第２０号（令和４年９月２０日付けＲ

ＦＳ発官４第５号、令和４年１０月２８日付けＲＦＳ発官４第１１号及び令和

４年１２月２日付けＲＦＳ発官４第１３号をもって一部補正）をもって、リサイ

クル燃料貯蔵株式会社 代表取締役社長 高橋 泰成から、核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」と

いう。）第４３条の７第１項の規定に基づき提出されたリサイクル燃料備蓄セン

ター使用済燃料貯蔵事業変更許可申請書に対する同条第３項において準用する

法第４３条の５第１項各号に規定する基準への適合については以下のとおりで

ある。 

 

１．法第４３条の５第１項第１号 

本件申請については、引き続き従来どおり、以下のことから、使用済燃料貯

蔵施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められる。 

・申請者は、東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。）

及び日本原子力発電株式会社（以下「日本原電」という。）の実用発電用

原子炉の運転により生じる使用済燃料を貯蔵するという事業の目的に変

更はないとしていること。 

・申請者は、東京電力及び日本原電と締結している使用済燃料貯蔵契約（以

下「役務契約」という。）に基づき、使用済燃料を東京電力又は日本原電

に返還することに変更はないとしていること。 

 

２．法第４３条の５第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。） 

添付のとおり、申請者には、本件事業を適確に遂行するに足りる技術的能力

があると認められる。 

 

３．法第４３条の５第１項第２号（経理的基礎に係る部分に限る。） 

本件申請については、本件事業の実施に伴い発生する総費用の負担を受ける

ことについて東京電力及び日本原電と役務契約を締結しており、事業遂行のた

めの資金調達等については従来どおりで変更がないことから、申請者には本件

事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があると認められる。 

 

４．法第４３条の５第１項第３号 

添付のとおり、本件申請に係る使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備が

使用済燃料又は使用済燃料によって汚染された物による災害の防止上支障が

ないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであると

認められる。 
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５．法第４３条の５第１項第４号 

本件申請については、使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管

理に必要な体制の整備に関する事項に変更がないことから、法第４３条の４第

２項第７号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであ

ると認められる。 
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【参考１】 

【参照条文】 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄） 

(昭和 32 年法律第 166 号) 

 

（事業の許可） 

第四十三条の四 使用済燃料（実用発電用原子炉（発電用原子炉であつて第二

条第五項の政令で定める原子炉以外のものをいう。）その他その運転に伴い

発電用原子炉施設内の貯蔵設備の貯蔵能力を超える使用済燃料が生ずるお

それがある原子炉として政令で定めるものに係るものに限る。以下この章

並びに第六十条第一項、第七十七条第六号の五及び第七十八条第十六号の

二において同じ。）の貯蔵（試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航

者、発電用原子炉設置者、第四十四条第一項の指定を受けた者及び第五十二

条第一項の許可を受けた者が試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、

第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設又は第五十二条第二項第七

号に規定する使用施設に付随する同項第八号に規定する貯蔵施設において

行うものを除くものとし、その貯蔵能力が政令で定める貯蔵能力以上であ

る貯蔵設備（以下「使用済燃料貯蔵設備」という。）において行うものに限

る。以下単に「使用済燃料の貯蔵」という。）の事業を行おうとする者は、

政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければなら

ない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力

規制委員会に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 使用済燃料貯蔵設備及びその附属施設（以下「使用済燃料貯蔵施設」と

いう。）を設置する事業所の名称及び所在地 

三 貯蔵する使用済燃料の種類及び貯蔵能力 

四 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備並びに貯蔵の方法 

五 使用済燃料貯蔵施設の工事計画 

六 貯蔵の終了後における使用済燃料の搬出の方法 

七 使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制

の整備に関する事項 

 

 

（許可の基準） 

第四十三条の五 原子力規制委員会は、前条第一項の許可の申請があつた場

合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めると

きでなければ、同項の許可をしてはならない。 

一 使用済燃料貯蔵施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 

二 その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎がある
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こと。 

三 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備が使用済燃料又は使用済燃料

によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力

規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。 

四 前条第二項第七号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合

するものであること。 

２ 前項の場合においては、第四十三条の二十六の二第一項の規定により型

式証明を受けた同項に規定する特定容器等の型式の設計は、前項第三号の

原子力規制委員会規則で定める基準（技術上の基準に係る部分に限る。）に

適合しているものとみなす。 

３ 原子力規制委員会は、前条第一項の許可をする場合においては、あらかじ

め、第一項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴

かなければならない。 

 

（変更の許可及び届出） 

第四十三条の七 第四十三条の四第一項の許可を受けた者（以下「使用済燃料

貯蔵事業者」という。）は、同条第二項第二号から第四号まで、第六号又は

第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところによ

り、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号

に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限

りでない。 

２ 使用済燃料貯蔵事業者は、第四十三条の十五第一項に規定する場合を除

き、第四十三条の四第二項第一号又は第五号に掲げる事項を変更したとき

は、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なけれ

ばならない。同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更した

ときも、同様とする。 

３ 第四十三条の五の規定は、第一項の許可に準用する。 

 

（許可等についての意見等） 

第七十一条 （略） 

２ 原子力規制委員会は、第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定に

よる指定をし、第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第四十三

条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条

の二第一項、第五十一条の五第一項若しくは第五十一条の十九第一項の規

定による許可をし、又は第八条第一項、第十八条第一項、第四十三条の十四

第一項、第四十六条の五第一項若しくは第五十一条の十二第一項の規定に

よる認可をする場合においては、あらかじめ、経済産業大臣の意見を聴かな

ければならない。 
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原子力規制庁

リサイクル燃料貯蔵株式会社
リサイクル燃料備蓄センター

使用済燃料貯蔵事業変更許可申請
に関する審査の概要

※ 本資料は、審査結果の概要を分かりやすく表現することを目的としているため、技術的な
厳密性よりもできる限り平易な記載としています。正確な審査内容及び審査結果については、
審査書案をご参照ください。

参考２
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2021年 4月21日 事業許可基準規則解釈（※1）において準用する実用炉許可基準規則解釈
（※2）の一部改正を施行

2021年 4月26日 原子力規制委員会から各事業者へ指示文書を発出
2022年 1月20日 リサイクル燃料貯蔵株式会社から事業変更許可申請書を受理

2022年 2月 4日～ 計3回の審査会合（※4）を実施

2022年 9月20日～ リサイクル燃料貯蔵株式会社から事業変更許可申請書の補正を受理
2022年 12月2日 （計3回）

リサイクル燃料備蓄センター使用済燃料貯蔵施設の審査の経緯

2

2020年 11月11日 リサイクル燃料備蓄センターにおける使用済燃料貯蔵事業の変更を許可

※1 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原管廃発第1311272号(平成25年11月27日原子力規制委員会決定)）

※2 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規技発第1306193号(平成25年6月19 日原子力規制委員会決定)）
※3 震源と活断層を関連づけることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍における観測記録を基に、各種の不確かさを考慮して敷地の地盤物性に
応じた応答スペクトルを設定して策定した地震動をいう。

※4 核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合のうち、2022年2月4日(第430回審査会合)、同年4月25日(第436回審査会合) 、同年7月22日(第452回審査会合)
の計3回。

①上記の「震源を特定せず策定する地震動(※3)」の策定に当たっては、「全国共通に考慮すべき
地震動」及び「地域性を考慮する地震動」の２種類を検討対象とすること。

②上記の「全国共通に考慮すべき地震動」の策定に当たっては、震源近傍における観測記録を
基に得られた次の知見をすべて用いること。

・２００４年北海道留萌支庁南部の地震において、防災科学技術研究所が運用する全国強震観測網
の港町観測点における観測記録から推定した基盤地震動

・震源近傍の多数の地震動記録に基づいて策定した地震基盤相当面（地震基盤からの地盤増幅率が
小さく地震動としては地震基盤面と同等とみなすことができる地盤の解放面で、せん断波速度
Ｖｓ＝２２００ｍ／ｓ以上の地層をいう。）における標準的な応答スペクトル

（以下「標準応答スペクトル」という。）として次の図に示すもの
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3

＜審査書案P４～８＞

(出典：第436回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合資料（2022年4月25日）に加筆 <https://www2.nra.go.jp/data/000388286.pdf>)

追加した
基準地震動

既許可申請に
おいて採用した
留萌地震を
踏まえた
基準地震動

基準地震動の加速度時刻歴波形

基準地震動（第９条）＜基準地震動の変更＞
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4

基準地震動（第９条）＜基準地震動の変更＞

基準地震動の応答スペクトル
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Res_Ss-3-2a30　金ヶ崎a30_UD.waz

Res_解放基盤波_鉛直_8435.waz
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：基準地震動Ss－A
：基準地震動Ss－B1 2004年北海道留萌支庁南部地震（K-NET港町）鉛直方向
：基準地震動Ss－B2 2008年岩手宮城内陸地震（栗駒ダム[右岸地山]）鉛直方向
：基準地震動Ss－B3 2008年岩手宮城内陸地震（KiK-net金ヶ崎）鉛直方向
：基準地震動Ss－B5 標準応答スペクトルを考慮した地震動

＜審査結果の概要＞
• 標準応答スペクトルに基づく地震動評価結果がSs-Aを上回るため、基準地震動Ss-B5として策定していることを確認。

：基準地震動Ss－A
：基準地震動Ss－B1 2004年北海道留萌支庁南部地震（K-NET港町）水平方向
：基準地震動Ss－B2 2008年岩手宮城内陸地震（栗駒ダム[右岸地山]）水平方向１
：基準地震動Ss－B2 2008年岩手宮城内陸地震（栗駒ダム[右岸地山]）水平方向２
：基準地震動Ss－B3 2008年岩手宮城内陸地震（KiK-net金ヶ崎）水平方向１
：基準地震動Ss－B3 2008年岩手宮城内陸地震（KiK-net金ヶ崎）水平方向２
：基準地震動Ss－B4 2008年岩手宮城内陸地震（KiK-net一関東）水平方向１
：基準地震動Ss－B4 2008年岩手宮城内陸地震（KiK-net一関東）水平方向２
：基準地震動Ss－B5 標準応答スペクトルを考慮した地震動

(出典：第436回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合資料（2022年4月25日）に加筆 <https://www2.nra.go.jp/data/000388286.pdf>)

水平方向 鉛直方向

＜審査書案P４～８＞
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5

許可日以降に公表された知見の反映について
＜審査書案P１０～１１＞

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の対策について（第９条、第１０条関係）

＜審査結果の概要＞
• 仮想的大規模津波による最大津波高さT.P.＋23mは、内閣府(2020)及び内閣府(2022)並びに青森県(2021)における

敷地付近の最大津波高さを上回ることを確認。

青森県による津波想定

関連文献 津波堆積物調査結果

青森県による敷地付近の津波想定を２倍 (23m) → 仮想的大規模津波として施設の健全性を評価

保守性の確認

既許可申請書における仮想的大規模津波の考え方

保守性の確認

内閣府(2020)を踏まえた青森県(2021):
むつ市津軽海峡側の敷地前面付近の
最大津波高は13.4m

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/kasensabo/tunami-sinsuisoutei.htmlに一部加筆

(出典：第430回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る
審査会合資料（2022年2月4日）に加筆

<https://www2.nra.go.jp/data/000380447.pdf>)
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6

許可日以降に公表された知見の反映について
＜審査書案P１０～１１＞

敷地に近いSMGAの諸元

内閣府
(2020・2022)
日本海溝
モデル
SMGA①

検討用地震
SMGA1

地震モーメント Nm 1.8E+21 2.0E+21

面積 Km2 2746.6 2500

応力降下量 MPa 30.0 34.5

短周期レベル Nm/s2 1.70E+20 1.86E+20

内閣府(2020)及び内閣府(2022)の日本海溝モデル（左）と
検討用地震（プレート間地震）（右）の比較

内閣府(2020)及び内閣府(2022)の
日本海溝モデルと

検討用地震（プレート間地震）の
断層パラメータの比較

SMGA1

SMGA2

SMGA3

SMGA4
SMGA5

SMGA①

SMGA②

SMGA③

SMGA1

＜審査結果の概要＞
• 強震断層モデルと震源モデルの強震動生成域の設定位置は同等であるが、震源パラメータのうち応力降下量については、

強震断層モデルに対して震源モデルが上回っていることを確認。

日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震の対策について（第９条、第１０条関係）

敷地に近く、影響が大きいと考えられるSMGA①とSMGA1を
比較すると、概ね同じ位置に同程度の面積を想定している。

応力降下量については、SMGA①よりSMGA1の
方が大きな値である。

(出典：第436回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合資料（2022年4月25日）に加筆 <https://www2.nra.go.jp/data/000388286.pdf>)

34



7

「日本の火山(第3版)」データベースについて（第１１条関係）

許可日以降に公表された知見の反映について

＜審査結果の概要＞
• 「八幡岳火山群」は、使用済燃料貯蔵施設に影響を及ぼし得る火山に追加されるものの、使用済燃料貯蔵施設に影響を及ぼす可能性は十
分小さいことを確認。

(出典：第430回核燃料施設等の新規制基準適合性に係る審査会合資料（2022年2月4日）に加筆
<https://www2.nra.go.jp/data/000380447.pdf>)

＜審査書案P１１～１２＞

【変更前】

火山名 活動期間と最後の噴火からの
経過時間等の関係

原子力施設に影響を
及ぼし得る火山か

八甲田黒森 活動期間58万年 <経過時間117万年 ×

八甲田八幡岳 活動期間65万年 <経過時間117万年 ×

火山名 活動期間と最後の噴火からの
経過時間等の関係

原子力施設に影響を
及ぼし得る火山か

八幡岳火山群 活動期間133万年 >経過時間117万年 ○

【変更後】

• 八甲田黒森と八甲田八幡岳を八幡岳火山群に統合
• 活動期間の変更

-1火山

+1火山

+1火山
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八幡岳火山群の噴出量－年代階段ダイヤグラム

※網掛け部は個別文献調査結果に基づく年代の幅を表す。：噴出量の累積(km3)
：噴出量(km3)
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